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項　　　　目 新　　計　　画 現　　計　　画

策定に際し尊重するべき指針 原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」
原子力安全委員会の「原子力施設等の防災対策につい
て」

原子力災害対策を重点的に実
施すべき地域の範囲

「原子力災害対策指針」に基づきＰＡＺ、ＵＰＺ及びＰＰＡを
定義
※ＰＰＡの範囲の参考となる半径50ｋｍの記載なし

「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する中
間報告案に基づきＰＡＺ、ＵＰＺ及びＰＰＡを記載

緊急事態区分及び緊急時活動
レベル（ＥＡＬ）

食品等の安全性の確認

飲食物に係るスクリーニング基準及びＯＩＬ６を規定
※「ＵＰＺ外における国、地方自治体の役割分担等につい
ては、原子力規制委員会において検討中のため、対策指
針の見直し後記載予定」と注記

福島第１原発事故に係る食品中の放射性物質の暫定規
制値を記載

避難等の判断基準等 ＯＩＬ１及び２を規定
原子力施設等の防災対策に基づく「屋内退避及び避難等
に関する指標」を記載

県の活動体制
注意体制、警戒体制及び非常配備に係る災害の態様と
ＥＡＬ１、２及び３との対応を規定

注意体制、警戒体制及び非常配備を規定

「原子力災害対策指針」に基づき緊急事態区分及び緊急
時の活動レベルＥＡＬ（１～３）を新たに規定

規定なし

避難者等に対する健康相談等
の実施

人のスクリーニング等の基準としてＯＩＬ４を規定 スクリーニングの基準についての規定なし

運用上の介入レベル（ＯＩＬ）
「原子力災害対策指針」に基づき運用上の介入レベルＯＩＬ
（１，２，４及び６）を新たに規定

規定なし
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